
水道事業経営戦略水道事業経営戦略
三芳水道企業団三芳水道企業団

令和７年度 ～ 令和１５年度令和７年度 ～ 令和１５年度

三芳水道企業団

令和７年９月

三芳水道企業団

令和７年９月



5. 投資計画と財政予測(収支予測)

(1) 投資計画

(2) 収支予測

① 収益的収支及び資本的収支予測

② 補てん財源額及び企業債残高予測

6. 経営の基本方針

7. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資計画

(2) 財源計画

① 収益的収支及び資本的収支計画

② 補てん財源額及び企業債残高計画

8. 経営戦略の事後検証と更新

(参考資料)経営指標の概要

15

15

16

16

18

19

20

20

20

20

23

24

25

- 目次 -
1. 経営戦略の目的

2. 経営戦略の位置づけ及び計画期間

3. 水道事業の現況と課題

(1) 人口減少と水道使用量

(2) 用途別水道使用料

(3) 企業債残高の推移

(4) これまでの経営健全化の取り組み

① 小規模浄水施設の整理

② 事務の合理化及び経費削減

(5) 経営指標の状況

① 経営の健全性・効率性

② 老朽化の状況

③ 経営指標状況の全体総括

4. 将来の事業環境

(1) 給水収益の予測

(2) 施設の見通し

(3) 広域化事業

3

3

4

4

5

6

7

7

7

8

8

10

11

12

12

13

14



1. 経営戦略の目的

三芳水道企業団水道事業は，生活に必要不可欠な「生命の

水」を提供するライフライン事業者として，昭和39年の供

給開始以来，拡張事業及び事業統合を得て館山市及び南房

総市の一部（富浦地区，三芳地区）を給水区域とする水道

事業となっています。

事業運営については，平成22年に策定した「三芳水道企

業団水道事業地域水道ビジョン」を基に取り組んできたと

ころですが，人口減少や節水機器の普及などによる節水意

識の向上等により水需要の減少に伴う給水収益の減少傾向

が続いています。一方では，創設当時に整備した多くの施

設の老朽化が進んでおり，これらの施設の更新や耐震化を

行うための多大な費用が必要となっています。このため，

今後の経営状況はますます厳しいものとなることが予想さ

れています。

このような状況において，水道施設等の計画的な更新を

進め，施設の健全性を維持管理していくためには，水道施

設の計画的な更新を進め施設の健全性を維持するとともに，

組織や事務事業の効率化，施設管理の見直しなど経営基盤

強化のための取組を一層推進することが必要となっていま

す。

そのためには，投資の合理化を踏まえ投資と財源を均衡

させた収支計画を中長期的な視野で取り組んでいくことが

重要となっています。

2. 経営戦略の位置づけ
及び 計画期間

三芳水道企業団においては，平成２２年２月「三芳水道企

業団水道事業地域水道ビジョン」を，平成２８年３月に

「三芳水道企業団経営戦略」を策定し，これらに基づき各

基本計画を作成し事業を進めてきました。しかしながら，

経営効率化などの面から，安房地域末端水道事業の統合が

協議され，令和７年３月に，安房地域の水道事業体におい

て，「安房地域水道事業の統合・広域化に関する基本協定

書」が締結されました。この結果，当企業団は令和７年度

をもって，解散となります。当該計画と，企業団がこれま

で行ってきた結果を検証し，このまま企業団が継続したも

のとして検証した結果をもって，料金改定を行う事とした

ので，この計画をもって経営戦略とすることとしました。

また，ガイドラインに基づく計画期間については，１０年

以上とすることとしていますが，三芳水道企業団について

は，前述のとおり統合し，解散を予定しています。今後は，

当該統合に係る事業体において経営戦略を作成することか

ら，前回の料金改定（令和６年１０月）における試算期間

をもって，本経営戦略の期間とします。

そこで，三芳水道企業団が将来にわたって安定的に事業を

継続していくため，中長期的な視野に立った経営の基本計

画である平成28年度に策定した「経営戦略」を総務省通達

の「公益企業の経営に当たっての留意事項について」や

「経営戦略策定・改定ガイドライン」に沿って改定するも

のです。
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3. 水道事業の現況と課題

図1-1に示すとおり，給水区域内人口の年次変化を見ると，
年々減少しています。

この傾向はさらに加速化すると予想され，これは，関係

市の人口推計にも示されているものと，ほぼ一致します。
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図1-2 水道使用量の推移
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（1） 人口減少と水道使用量

また，図1-2に示している水道使用料の推移を見ると，
平成25年度をピークに減少しています。

図1-3は水道使用料の推移を示しました。料金改定によ

り一時的に回復はするものの，給水人口の減少に伴う使用

量の減少傾向となっています。
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(2) 用途別水道使用料

業種(用途)別で水道使用料の年次変化を見
ると，事業系の使用料については，ほぼ横ば

いを示しています。一方，一般住宅に関する

使用料については，平成30年に全体平均5％

の改定を行った後，コロナ禍による衛生意識

の変革から一時増加に転じましたが，コロナ

禍が落ち着くにつれ，急激に減少しています。

これはコロナ禍前の日常がもどり，市民の

節水意識の復活や，常態としてみられる人口

減少によるものと思われます。

減少傾向の中，特定施設や観光施設を含む

その他が増加傾向を示しています。この内訳

としては，特定施設については，老人健康施

設などの福祉施設が各地に新設されているこ

とが想定されます。また，観光施設について

は，コロナ禍後の一時的な需要の増加と見込

んでいます。

総体的な結果として，日本各地での傾向と

同様，人口減少・少子高齢化と節水意識向上

に伴う節水機器の普及が大きな要因となり，

今後も給水収益の減少が続くものと予想され

ます。

図2に用途別の水道使用料の年度推移を示

します。
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図3 企業債未償還元金及び利子の推移

未償還元金 利子

企業債未償還元金（企業債残高）は，拡張事業

等により，平成18年度まで52億円程度で推移して

いましたが，事業内容が新設・拡張ではなく改

良・更新事業に推移してきたことにより減少して

きました。

しかし，今後は高度経済成長期に整備した水道

管や浄水場などの水道施設が大量更新の時期を迎

えることから，その更新には多大な資金が必要に

なります。ただ，その資金の多くを企業債の発行

により賄うことは，その償還に際して，次の世代

に過重な負担を強いることになります。

これは，企業債の償還財源が，原則，水道料金

を資金源とするものであり，人口減少が進めば，

一人当たりの企業債の償還にかかる負担が現役世

代よりも大きくなってくるためです。

このため，企業債の発行にあたっては，一人当

たりの企業債残高等に留意し，世代間負担の公平

化を図ることや，経営健全化の観点から企業債償

還にかかる利子負担を抑制するために，企業債残

高が適正な水準となるように努めなければなりま

せん。

企業債未償還元金（企業債残高）は，平成19年度から平成21年度までの臨時特例措置として，高金利で借入れた企業

債の補償金免除繰上償還できる国の制度を活用したことや，拡張事業が完了した結果，平成19年度から平成29年度まで

の10年間で，企業債残高は約15億円減少(△30%)，企業債利子は約9千万円減少(△51%)しています。しかしながら，前述

のとおり今後の更新事業により，増加する見込みです。

(3) 企業債残高の推移
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(4) これまでの経営健全化の取り組み

① 小規模浄水施設の整理

三芳水道企業団は，平成10年4月館山市水道事業と事業
統合以来，図4-1のとおり小規模浄水場の水系統合等によ

り6施設の使用を停止及び廃止することにより，新たな施

設整備や施設更新のための多額な投資費や維持管理費の削

減を図っています。

また，これら施設の整理に合わせ施設の遠隔監視システ
ムの構築(※1)，事務の合理化及び業務の委託を進めること

により，図4-2のように，設立当初43人の職員であったも

のを令和5年度においては30人となり，これまで13人の人

員削減を図り経営の合理化，経費の削減を図ってまいりま

した。また，耐震化対策としてポリエチレン管製配水管を

採用をしました。

平成12年10月

神余浄水場停止

平成15年6月及び8月

真倉浄水場・宮城浄水場停止

平成20年5月

佐野浄水場停止

平成23年2月

見物浄水場停止

平成29年4月

見物配水池廃止

出野尾配水系に
統合

図4-1 小規模施設の整理状況

② 事務の合理化及び経費削減
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図4-2 職員数の推移

職員数

料金徴収
業務委託実施

館山市水道と
事業統合

(※1)
平成23年度に，段階的に進めてきた作名浄水場を中心とする遠

隔監視システムを構築し，令和3年，4年と順次更新してきました。

17箇所監視対象施設

1,170点監視対象項目
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(5) 経営指標の状況

① 経営の健全性・効率性
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図5-1 経常収支比率
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図5-2 累積欠損金比率
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図5-3 流動比率
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図5-4 企業債残高対給水収益比率

三芳水道企業団 類似団体平均値 令和5年度全国平均
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図5-5 料金回収率
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図5-6 給水原価
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図5-7 施設利用率

三芳水道企業団 類似団体平均値 令和5年度全国平均

74 76 73 73 75 77 77 
87 87 87 87 88 87 87 89 

0

20

40

60

80

100

H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

有
収

率
[％

]

図5-8 有収率

三芳水道企業団 類似団体平均値 令和5年度全国平均

<料金水準適切性>

<費用の効率性>

<施設効率性>

<供給配水量の効率性>
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経常収支比率は，減価償却費の減少があるものの，物件

費等の高騰により減少傾向であり，更に，給水人口の減少

傾向に伴う給水収益低下や補助金削減のため，今後は更な

る低下が予想されます。

料金回収率は微減傾向です。給水原価は，人口密度が低

く，管路布設延長あたりの人口が少ない一方，管路延長あ

たりの修繕費は増加するため，有収水量あたりの費用は多

くなる傾向になり，非常に高くなっています。

また，全国的に見られる傾向と同様に，人口及び人口密

度の減少が進んでいるため，千葉県水道事業総合対策補助

金や市町村補助金といった一般会計からの繰出金に依存せ

ざるを得ない状況であり，料金回収率の低さの原因になっ

ています。

また，施設利用率は高いものの，有収率は平均以下であ

り，漏水などの料金収入に繋がらない水量が多い特徴があ

ります。

当企業団としては，有収率向上を目指し，給水原価を下

げる目的で，無効水量の多い区域等の分析や漏水が多い老

朽管更新を前倒しで実施するなど有収率向上の施策を行う

とともに，適切な人員配置や施設維持費の見直しなどを

行っています。

なお，累積欠損金比率については，累積欠損金は発生し

ておらず健全な経営状態ですが，前述したとおり水道事業

を取り巻く環境は決して楽観視できる状態ではありません。
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図5-9 有形固定資産減価償却率
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図5-10 管路経年化率

三芳水道企業団 類似団体平均値 平成27年度全国平均

<施設全体の減価償却状況>

<管路経年化状況>

①経営の健全性・効率性について ② 老朽化の状況
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③ 経営指標状況の全体総括

当企業団は，全国的に見られる傾向と同じように，人口

減少により大幅に給水収益が落ち込んできましたが，今後

も同様な傾向が継続すると見込まれることから，給水収益

は，さらに逓減していくことが予想されています。

また，現状の更新率のままでは，管路はますます老朽化

し，有収率が低下していくことも予想されます。

そのため，三芳水道企業団では，中長期的な視野に立っ

た経営の基本計画である，水道事業経営戦略を平成28年度

中に策定し，経常経費の削減を行いながら，まずは，老朽

管更新計画に基づきつつ，必要に応じて，漏水多発地区や

無効水量の多い区域の老朽管等の更新を前倒しで行うなど

し，継続的に管路更新を行ってまいりました。
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図5-11 管路更新率

三芳水道企業団 類似団体平均値 令和5年度全国平均

<管路更新投資の実施状況>

当企業団の管路老朽化は，相当進んでおり，有形固定資

産減価償却率は平均に比べ高くなっています。

一方，管路更新率は，平均値と比較して低い傾向である

ことを踏まえると，有形固定資産減価償却率の増加傾向に

示されているとおり，老朽化は進行していることを表して

おり，有収率向上のことを考え，更新を急ぐ必要があると

認識しています。

当企業団としては，漏水多発地区や無効水量の多い区域

の老朽管等を優先的に更新しつつ，老朽化更新計画にのっ

とり，財政・人員等を考慮しながら計画的に進めていく方

針としています。

②老朽化の状況について

11

なお，各経営指標の概要につきましては，巻末(25頁より)に参

考資料として記載しています。



4. 将来の事業環境
（１） 給水収益の予測

1,404,579 1,388,676 1,413,733 1,416,024 1,342,692 
1,318,841 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

平
成

25
年

度

平
成

26
年

度

平
成

27
年

度

平
成

28
年

度

平
成

29
年

度

平
成

30
年

度

令
和

元
年

令
和

2年

令
和

3年

令
和

4年

令
和

5年

令
和

6年

令
和

7年

令
和

8年

令
和

9年

令
和

10
年

令
和

11
年

給
水

収
益

[千
円

]

図6 給水収益の予測算出結果

浴場営業用 官庁 学校 病院 事務所 営業用

工場 その他 特定施設 一般住宅 給水収益

△97,183

令和5年度から令和9年度の5年間において，給水収益が73百万円(率で5.1％)，令和11年度の7年間において，給水

収益が97百万円(率で6.9％)の減収が予想されました。

３ (1)及び(2)に示した給水収益の現状分析をもとに，将来人口予測を合わせ給水収益の予測を行うと図6のとお

り年々減少が続くことが見込まれました。
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(2) 施設の見通し

現有施設（固定資産台帳に基づく資産）について，施
設の健全度（老朽度）の推移を試算した結果を図7-1及び

図7-2に示します。なお，健全度の目安として，法定耐用

年数以内の資産を健全資産とし，資産を最大限活用する

ことを想定し法定耐用年数を1.5倍としたものを経年化資

産，法定耐用年数の1.5倍を超えたものを老朽化資産とし

ました。

状況としては，今後施設の更新を行わない場合，管路に

ついては2055年（令和37年）には，健全な管路はなくなり，

資産（構造物及び設備）においても同年には健全な資産は

約2割以下となってしまい，計画に基づいた施設更新事業を

必要としています。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

20
15

年

20
20

年

20
25

年

20
30

年

20
35

年

20
40

年

20
45

年

20
50

年

20
55

年

資
産

額
[百

万
円

]

図7-1 管路の健全度
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図7-2 資産の健全度(構造物及び設備)

健全施設 経年化資産 老朽化資産

健全管路・健全資産

経年化管路・経年化資産

老朽化管路・老朽化資産

：法定耐用年数以内の資産

：法定耐用年数の1.5倍の資産

：法定耐用年数の1.5倍を超えた資産
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(3) 広域化事業
水道事業の統合・広域化については，県における県内水

道経営検討委員会から平成19年2月に「これからの千葉県

内水道について」として提言がされています。この提言を

受け，リーディングケースとして九十九里地域・南房総地

域の水道用水供給事業体と県営水道の統合（水平統合）の

検討が進められました。

その後，県及び関係市町村等と協議を重ね「県内水道の

統合・広域化の進め方」が示され協議の結果，用水供給事

業体の統合と用水の供給を受ける末端給水事業体がそれぞ

れ統合・広域化を進めることに合意がなされました。

これにより令和2年8月，「南房総地域水道事業統合・広

域化に関する覚書」が交わされ，安房地域水道事業統合協

議会が設立され様々な検討を行い，令和7年3月，「安房地

域水道事業の統合・広域化に関する基本協定書」が交わさ

れ，令和8年4月1日の安房地域4水道事業体の統合に向け，

大きく前進しました。

令和2年8月に「南房総地域水道事業統合・広域化に関する

覚書」を締結し，統合・広域化にかかる国の交付金を最大限

に活用するための期限（令和16年度：10年間）となる令和7年

4月に三芳水道企業団を含む安房3市1町の水道事業を水平統合

することを目途に，令和4年3月に3市1町の首長を委員と する

安房地域水道事業統合協議会が設立されました。

財政シミュレーションを始めとする統合に係る様々な協議

を行い，「安房地域水道事業統合・広域化基本計画（案）」

が策定され，パブリックコメントの実施を経て，令和7年3月

に行われた「第4回安房地域水道事業統合協議会」において事

務局案のとおり承認されました。この際交わされた「安房地

域水道事業の統合・広域化に関する基本協定書」に基づき，

統合後の事務に支障がないよう，整理した調整項目について

協議を行い，順次，協議会に諮り，方針決定を行って，令和8

年4月1日には安房地域の4水道事業体が統合する予定です。

水道用水供給事業の統合は，九十九里地域水道企業団，南

房総広域水道企業団の解散と，県企業局への事業統合として

進められています。この協議は，令和4年4月に設置された統

合協議会を中心に進められており，令和8年4月1日の事業開

始を目指しています。統合の主な目的は、施設の老朽化・耐

震化対策と，経営資源の共有化による水道料金上昇の抑制で

す。この統合では，インフラの老朽化と財政難に直面する水

道事業が，広域化を通じての基盤強化を目的としており，統

合後も料金体系の調整や施設最適化，構成自治体との継続的

な連携を行うこととしています。

● 用水供給事業の統合

● 現状と今後の流れ
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投資計画については，地域水道ビジョンに基づき策定された「水道施設運用基本計画」，「石綿セメント

管等更新基本計画」及び「水道施設耐震化基本計画」との整合を図り事業を実施することにより，合理的な

事業投資を行います。

特に漏水頻度の高い地域を特定し効率の良い老朽管更新により有収水率の向上を図ります。

令和11年度から作名浄水場の耐震補強事業のため必要とする事業費がピークとなっています。

表2において各年度の投資計画のとりまとめを示します。

5. 投資計画と財政予測(収支予測)
（1） 投資計画

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5期間内事業費
[百万円]

期間内整備
数量事業内容

3,09816,851m石綿管・基幹管等更新事業
1882,509m配水管整備事業

44管路管理システムデータ更新
業務

1097箇所配水施設機器類更新工事
2993043162902862913192943403733273,439配水管事業費 （百万)計

表2 今後必要な主要工事（令和5年度から令和15年度）

3,3971箇所作名浄水場耐震補強事業
211箇所浄水場施設改良事業

9658箇所浄水場改良事業
3854537779389381153772039690114,383浄水場耐震事業費 計

6847571093122812244066964974364643387,823主要事業 計
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(2) 収支予測

4.(1) 給水収益の予測及び 5.(1) 投資計画に示した内容を基に，収益的収支(3条)及び資本的収支(4条)の将来予測を行う
と，それぞれ 図8-1 及び 図8-2 のように予測されます。

収益的収支においては，令和5年度から損失が発生し令和15年度には単年度損失が，3億円を超え累積欠損としては，14億

円を超える状態が予測されています。

また，資本的収支においては，建設改良工事の主要な財源となる企業債の残高が令和3年度においては約29億円程度ですが，

令和15年度には約45億円を超えることが予測（P18）されております。
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図8-1 収益的収支(3条)

給水収益（水道料金） 市補助金 県補助金
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図8-2 資本的収支(4条)

企業債 補助金 出資金

負担金 人件費 企業債償還金

建設改良費 4条収益差

収
入

収
入

支
出

支
出

① 収益的収支及び資本的収支予測
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R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3区分
1,2711,2831,2951,3071,3191,3311,3431,3551,3661,3781,4161,4121,415給水収益（水道料金）

収入
334320308302273271278275273289294280289市補助金
312298287281252250256253252266276260270県補助金
1011029893878889909091101103106長期前受金戻入益
36363536363435353538333246その他収益

2,0542,0392,0232,0191,9671,9742,0012,0082,0162,0622,1202,0872,126収入 計
173173173173173173173173173173173171154人件費

支出

2421491251131002422222324374350支払利息
505487469446441428423419417417411429447減価償却費
313317319321324326326334328328357291291施設運転等費用
1041041041041041041041041041041049288事務費
950947947947950947948950953952961954953受水費
828179797474759997961109596その他

2,3692,2582,2162,1832,1662,0762,0712,1012,0952,0942,1532,0752,079支出 計
-315-219-193-164-199-102-70-93-79-32-331247３条単年度純利益（損益）

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3区分
550613395363360241560382312329291224128企業債

収入 00166228228190000000補助金
61643975165169861616566403820出資金
20201920191917161617162918負担金
6316979771,1271,123377638459393412347291166収入 計
30303030303030303030303024人件費

支出 6987631,1061,2371,231411701507467558453375248建設改良
279244227220223222197209250271313330354企業債償還金

1,0071,0371,3631,4871,484663928746747859796735626支出 計
-376-340-386-360-361-286-290-287-354-447-449-444-460４条単年度収支差

表3-1 現況における経営収支の推計収益的収支

資本的収支

単位：百万円

単位：百万円

17
注意) 百万円単位の端数処理のために生じた誤差については修正していません。



② 補てん財源額及び企業債残高予測

1,5231,4231,3001,2061,091977877761640594636701764留保資金残高
-1,340-1,025-806-613-449-250-149-791493125158146利益剰余金残高（繰越欠損金）

183398494593642727728682654687761859910補てん財源額（年度末内部留保資金）

4,5184,2473,8783,7103,5673,4303,4113,0482,8752,8132,7552,7772,883企業債残高

単位：百万円表3-2 現況における経営収支の推計による補てん財源額及び企業債残高

5.(2) ①収益的収支及び資本的収支予測で示した内容を基に，補てん財源額及び企業債残高の予測を行うと，図8-3 のよ
うに予測されます。この予測によると，年度末内部留保資金は令和3年度から減少して行く見込となります。また，令和8年

度からは繰越欠損金が発生してくる予測になっています。

当企業団では，災害等があった場合の資金残高の目安として，年度末内部留保資金を10億円以上を維持するように資金運

営していましたが，令和3年度には10億円を下回ってしまっています。
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図8-3 補てん財源額及び企業債残高

利益剰余金残高 繰越欠損金 留保資金残高 補てん財源額（年度末内部留保資金） 企業債残高

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3区分
64701011131133865474452353020消費税資本的収支調整額
476463480475475385406408400405384381380当年度内部留保資金
100123941151149911612146-42-65-63-80当年度不足額

18 注意) 百万円単位の端数処理のために生じた誤差については修正していません。



三芳水道企業団の基本方針としては，水道水の確保「安全」，確実な給水の確保「強靭」，供給体制の持続性の確保

「持続」を達成するため，事業を推進しています。

三芳水道企業団の経営状況は，給水収益の大幅な減少が続いている中，老朽施設の更新事業も進めることが必要とさ

れています。このため現状においては，前述5.投資計画と財政予測における推計のとおり令和5年度から損失が発生し

続けることが予測されました。

そこで，当企業団では，令和5年に水道事業運営協議会を立ち上げ，水道事業の安定した経営を目指し，水道料金の

改定について審議を行い，5回の審議会を経て，令和6年1月の答申が示されました。

この答申で示された内容に基づき，健全な経営が維持できる額として，年度末資金が10億年を維持できるようにする

ため，平均10.94％の水道料金の改定を行うことになりました。

また，経営の効率化を目指し，三芳水道企業団を含む，安房地域の４水道事業体は，令和８年４月１日に新たな事業

体での事業実施を予定しています。

6. 経営の基本方針

図9 経営の基本方針イメージ

当面の基本方針当面の基本方針

統合までの経営の維持 更なる経営改善

更なる合理化検討 統合・広域化推進事業統合・広域化推進事業

統合協議会
統合水道
事業体
統合水道
事業体
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水道事業においては，水道施設や管路の健全性を維持することが，安定した給水を行うための前提条件となります。

このため，5. (1) にて示したとおり，「水道施設運用基本計画」，「石綿セメント管等更新基本計画」及び「水道施

設耐震化基本計画」を基に投資の合理化を図った計画的な投資を行うこととしました。

7. 投資・財政計画(収支計画)
（1） 投資計画

（2） 財源計画

投資事業に必要な財源を確保し，投資と財源を均衡させ，効率的な投資により費用の縮減を図るとともに，経営の効

率化を図ることで，事業運営コストの削減を行います。ただし，コスト削減をしてもなお不足する財源を確保するため

には，一般会計よりの繰出金（補助金）の増額や水道料金の見直しを検討する必要があります。

ただ，一般会計からの繰出金（補助金）については，現在も総務省の示す繰入規準を大幅に上回る繰入をしており，

構成する自治体の厳しい財政事情からも更なる負担を求めることは困難な状態です。

このため，経営を維持するため必要となる費用を料金改定により確保することも必要となります。

水道料金については，過去の実績及び社会経済情勢の推移に基づく合理的な給水需要予測と，これに対応する施設計画を前提と

した適正な営業費用に，水道事業の運営を確保するために必要とされる資本費を加えて算定することとなります。

しかし，本企業団を取り巻く環境としては，4.(3) 広域化事業にて示したとおり，水道事業の統合・広域化のための検討が進め

られています。このため，中長期的な視野を基にした経営の基本計画を策定することは，統合・広域化事業後の方針により大きく

変わる可能性がありました。また，水道料金は，日常生活に密着しているものであるため，できるだけ長期にわたり安定的に維持

されることが望ましいとされています。なお，料金算定期間については，日本水道協会による水道料金算定要領にて妥当な期間と

して示されている3年から5年を算定期間として算出を行うこととしています。これらのことから，当該経営戦略においては，三芳

水道企業団における令和６年度改定以後の水道料金改定は見込まずに財政収支を予測しました。

（水道料金）

① 収益的収支及び資本的収支計画
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これらを前提とし，図10において，収支計画のシミュレーション結果を示します。
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図10-1 収益的収支計画(3条)
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図10-2 資本的収支計画(4条)

企業債 補助金 出資金

負担金 人件費 企業債償還金

建設改良費 4条収益差

収
入

収
入

支
出

支
出

料金改定（10.94%）
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R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3区分
1,4101,4231,4371,4501,4701,4841,4971,5101,5231,5371,4161,4121,415給水収益（水道料金）

収入
334320308302273271278275273289294280289市補助金
313299287281253250256253252266276260270県補助金
1011029893878889909091101103106長期前受金戻入益
36363536363435353538333246その他収益

2,1942,1802,1652,1622,1192,1272,1552,1632,1732,2212,1202,0872,126収入 計
173173173173173173173173173173173171154人件費

支出

2421491251131002422222324374350支払利息
505487469446441428423419417417411429447減価償却費
313317319321324326326334328328357291291施設運転等費用
1041041041041041041041041041041049288事務費
950947947947950947948950953952961954953受水費
8381807975747510098961109596その他

2,3702,2582,2172,1832,1672,0762,0712,1022,0962,0942,1532,0752,079支出 計
-176-78-52-21-4851846177127-331247３条単年度純利益（損益）

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3区分
550613395363360241560382312329291224128企業債

収入 00166228228190000000補助金
61643975165169861616566403820出資金
20201920191917161617162918負担金
6316979771,1271,123377638459393412347291166収入 計
30303030303030303030303024人件費

支出 6987631,1061,2371,231411701507467558453375248建設改良
279244227220223222197209250271313330354企業債償還金

1,0071,0371,3631,4871,484663928746747859796735626支出 計
-376-340-386-360-361-286-290-287-354-447-449-444-460４条単年度収支差

表4-1 経営収支の推計(令和6年度改定を反映)収益的収支

資本的収支

単位：百万円

単位：百万円

22
注意) 百万円単位の端数処理のために生じた誤差については修正していません。



② 補てん財源額及び企業債残高計画

1,5231,4231,3001,2061,091977877761640594636701764留保資金残高
132308386439459510462380322252125158146利益剰余金残高（繰越欠損金）

1,6551,7311,6861,6451,5501,4871,3391,141962846761859910補てん財源額（年度末内部留保資金）

4,5184,2473,8783,7103,5673,4303,4113,0482,8752,8132,7552,7772,883企業債残高

単位：百万円表3-2 現況における経営収支の推計による補てん財源額及び企業債残高

7.(2) ①収益的収支及び資本的収支計画で示した内容を基に，補てん財源額及び企業債残高の予測を行うと，図10-3 のよ
うに予測されます。この予測によると，改定後以降，補填財源は必要額を確保できる予測となりました。

しかしながら，事業量の増加が予測される令和11年度以降は，再び減少に転じる予測となっています。
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図10-3 補てん財源額及び企業債残高

利益剰余金残高 繰越欠損金 留保資金残高 補てん財源額（年度末内部留保資金） 企業債残高

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3区分
64701011131133865474452353020消費税資本的収支調整額
476463480475475385406408400405384381380当年度内部留保資金
100123941151149911612146-42-65-63-80当年度不足額

23 注意) 百万円単位の端数処理のために生じた誤差については修正していません。



本来であれば，PDCAサイクルにより，取組に対する進捗状況確認や計画との乖離が著しい場合には，その原因調査

と対策を図るところですが，前述のとおり，三芳水道企業団を含む安房地域の末端給水事業体は令和8年4月1日を

もって統合する予定です。三芳水道企業団がこれまで行ってきた事業は新しい事業体に承継されます。

8. 経営戦略の事後検証と更新

三芳水道企業団
水道事業経営戦略
三芳水道企業団

水道事業経営戦略

三芳水道企業団
地域水道ビジョン
三芳水道企業団

地域水道ビジョン

水道施設運用基本計画水道施設運用基本計画

石綿セメント管等
更新基本計画

石綿セメント管等
更新基本計画

水道施設耐震化
基本計画

水道施設耐震化
基本計画
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実施実施

検証検証改善改善
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Plan Do
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経常収支比率は，当該年度において，給水収益や一般会計から

の繰入金(補助金)等の収益で，維持管理費や支払利息等の費用を

どの程度賄えているかを表す指標です。

この指標は，単年度の収支が黒字であることを示す100％以上と

なっていることが必要です。

数値が100％未満の場合，単年度の収支が赤字であることを示し

ているため，経営改善に向けた取組が必要となります。

留意点として，この指標が100％以上の場合であっても，更なる

費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等，今後

も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点か

ら考える必要があります。

また，経常収益（総収益）について，給水収益以外の収入に依

存している場合は，料金回収率と併せて分析し，経営改善を図っ

ていく必要があります。

なお，当該指標が100％未満の場合であっても，経年で比較した

場合に，右肩上がりで100％に近づいていれば，経営改善に向けた

取組が成果を上げている可能性があるといえます。

(参考資料) 経営指標の概要
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算出式
経常収支比率

(%) 経常収益
経常費用 × 100

累積欠損金比率は，営業収益に対する累積欠損金（営業活動に

より生じた損失で，前年度からの繰越利益剰余金等でも補するこ

とができず，複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を

表す指標です。

この指標は，累積欠損金が発生していないことを示す 0％であ

ることが求められます。累積欠損金を有している場合は，経営の

健全性に課題があるといえます。経年の状況も踏まえながら 0％

となるよう経営改善を図っていく必要があります。

数値が100％未満の場合，単年度の収支が赤字であることを示し

ているため，経営改善に向けた取組が必要となります。

留意点としては，当該指標が0％の場合であっても，給水収益が

減少傾向にある場合や維持管理費が増加傾向にある場合には，将

来の見込みも踏まえた分析が必要であると考えられます。

算出式
累積欠損金比率

(%) 当年度未処理欠損金 
営業収益 −  受託工事収益 × 100



流動比率は，短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。

この指標は，１年以内に支払うべき債務に対して支払うことが

できる現金等がある状況を示す100％以上であることが必要です。

一般的に100％を下回るということは，１年以内に現金化できる

資産で，１年以内に支払わなければならない負債を賄えておらず，

支払能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。

留意点として，この指標が100％を上回っている場合であっても，

現金といった流動資産が減少傾向にある場合や一時借入金といっ

た流動負債が増加傾向にある場合には，将来の見込みも踏まえた

分析が必要であると考えられます。

また，この指標が100％未満であっても，流動負債には建設改良

費等に充てられた企業債・他会計借入金等が含まれており，これ

らの財源により整備された施設について，将来，償還・返済

の原資を給水収益等により得ることが予定されている場合には，

一概に支払能力がないとはいえない点も踏まえた分析が必要であ

ると考えられます。
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算出式

流動比率
(%) 流動資産

流動負債 × 100
企業債残高対給水収益比率は，給水収益に対する企業債残高の

割合であり，企業債残高の規模を表す指標です。

この指標については，明確な数値の目安はありません。

経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状

況を把握・分析し，適切な数値となっているかを確認する必要が

あります。

留意点としては，当該指標が類似団体との比較で低い場合で

あっても，投資規模は適切か，料金水準は適切か，必要な更新を

先送りしているため企業債残高が少額となっているに過ぎないか

といった分析を行い，経営改善を図っていく必要があります。

算出式

企業債残高対
給水収益比率

(%)

企業債現在高合計
給水収益 × 100



料金回収率は，給水に係る費用が，どの程度給水収益で賄えて

いるかを表した指標であり，料金水準等を評価することができま

す。

この指標は，供給単価と給水原価との関係を見るものであり，

料金回収率が100％を下回っている場合，給水に係る費用が給水

収益以外の収入で賄われていることを意味しています。

数値が低く，繰出基準に定める事由以外の繰出金によって収入

不足を補しているような事業体にあっては，適切な料金収入の確

保が求められます。

留意点としては，経常収支比率と同様に，例えば、当該指標が

100％以上の場合であっても，更なる費用削減や更新投資等に充

てる財源が確保されているか等，今後も健全経営を続けていくた

めの改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があります。
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算出式

料金回収率
(%)

供給単価
給水原価 × 100

給水原価は，有収水量(水道料金徴収の対象となった水量)１m3あ

たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標です。

この指標についても，明確な数値の目安はありません。

経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状

況を把握・分析し，適切な数値となっているかを確認する必要が

あります。

留意点としては，当該指標が類似団体との比較で低い場合で

あっても，有収水量や経常費用の経年の変化等を踏まえた上で，

現状を分析し，今後の状況について将来推計する必要があります。

また、分析及び推計を元に，今後の料金回収率や住民サービス

の更なる向上のために，投資の効率化や維持管理費の削減といっ

た経営改善の検討を行うことが必要です。

算出式

給水原価
(円)

経常費用−
受託工事費

+材料及び不用品売却原価

+附帯事業費

−長期前受金戻入

給水収益
× 100



施設利用率は，一日配水能力に対する一日平均配水量の割合で，

施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。

この指標についても，明確な数値の目安はありませんが，一般

的には高い数値であることが望まれます。

経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状

況を把握し，数値が低い場合には，施設が遊休状態ではないかと

いった分析が必要です。

留意点として，水道事業の性質上，季節によって需要に変動が

あり得るため，最大稼働率，負荷率を併せて判断することにより，

適切な施設規模を把握する必要があります。

また，当該指標が類似団体との比較で高い場合であっても，現

状分析や将来の給水人口の減少等を踏まえ，適切な施設規模では

ないと考えられる場合には，周辺の団体との広域化・共同化も含

め，施設の統廃合・ダウンサイジング等の検討を行うことが必要

です。
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算出式

施設利用率
(%)

一日平均配水量
一日配水能力 × 100

有収率は，施設の稼動が収益につながっているかを判断する指

標です。

この指標は，100％に近ければ近いほど施設の稼働状況が収益に

反映されていると言えます。

数値が低い場合は，水道施設や給水装置を通して給水される水

量が収益に結びついていないため，漏水やメーター不感等といっ

た原因を特定し，その対策を講じる必要があります。

算出式

有収率
(%)

年間総有収水量
年間総配水量 × 100



有形固定資産減価償却率は，有形固定資産のうち償却対象資産

の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で，資産の老朽化

度合を示しています。

この指標についても，明確な数値の目安はありません。

経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状

況を把握・分析し，適切な数値となっているかを確認する必要が

あります。

一般的に，数値が高いほど，法定耐用年数に近い資産が多いこ

とを示しており，将来の施設の更新等の必要性を推測することが

できます。

また，他の老朽化の状況を示す指標である管路経年化率や管路

更新率の状況を踏まえ分析する必要があると考えられ，施設の更

新等の必要性が高い場合などには，更新等の財源の確保や経営

に与える影響等を踏まえた分析を行い，必要に応じて経営改善の

実施や投資計画等の見直しなどを行う必要があります。

なお，長寿命化等に取り組んでいる団体においては，分析の際

に、それらの効果についても留意が必要です。
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算出式

有形固定資産
減価償却率

(%)

有形固定資産減価償却累計額
有形固定資産のうち

償却対象資産の帳簿原価
× 100

管路経年化率は，法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指

標で，管路の老朽化度合を示しています。

この指標についても，明確な数値の目安はありません。

経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況

を把握・分析し，適切な数値となっているか，耐震性や，今後の更

新投資の見通しを含め確認する必要があります。

一般的に，数値が高い場合は，法定耐用年数を経過した管路を多

く保有しており，管路の更新等の必要性を推測できます。

また，他の老朽化の状況を示す指標である有形固定資産減価償却

率や管路更新率の状況を踏まえ分析する必要があり，管路の更新等

の必要性高い場合などには，更新等の財源の確保や経営に与える影

響等を踏まえた分析を行い，必要に応じて経営改善の実施や投資計

画等の見直しなどを行う必要があります。

管路経年化率が低い場合であっても，今後耐用年数に達し更新時

期を迎える管路が増加すること等が考えられるため，事業費の平準

化を図り，計画的かつ効率的な更新に取り組む必要があります。

なお、長寿命化等に取り組んでいる団体においては、分析の際に、

それらの効果についても留意が必要です。

算出式

管路経年化率
(%)

法定耐用年数を経過した管路延長
管路延長 × 100



管路更新率は，当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標

で，管路の更新ペースや状況が把握できます。

この指標についても，明確な数値の目安はありませんが，仮に

数値が2.5%の場合，すべての管路を更新するのに40年かかる更新

ペースであると把握できます。

また，この指標は，他の老朽化の状況を示す指標である有形固

定資産減価償却率や管路経年化率の状況を踏まえ分析する必要が

あると考えられ，管路の更新等の必要性が高い場合などには，更

新等の財源の確保や経営に与える影響等を踏まえた分析を行い，

必要に応じて経営改善の実施や投資計画等の見直しなどを行う必

要があります。

なお，供用開始から日が浅い場合や，既に多くの管路の更新が

終了している等の団体においては，更新の効果についても留意が

必要です。
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算出式

管路更新率
(%)

当該年度に更新した管路延長
管路延長 × 100


